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健康保険証の廃止
　従業員が健康保険の被保険者となったと
きや、従業員の家族が健康保険の被扶養者と
なったときには、健康保険証が発行されます。こ
の健康保険証の新規発行が終了し、 2024 年
12月2日以降は新規で発行されなくなります。

　なお、すでに発行されている健康保険証は、
経過措置として最大1年間（2025年12月1日
まで）使用できます。それより前に健康保険証
に記載されている有効期限が到来した場合や、
転職・転居などにより保険者に異動が生じた
場合は、その時点で失効となります。

　 2025 年12 月1日までに従業員が退職した
り、家族が被扶養者でなくなったりすること等
で使用できなくなった健康保険証は、これま
でどおり、会社で回収する必要がありますが、 
2025年12月2日以降、使用できなくなった健
康保険証は、従業員自身で破棄することが認め
られています。

資格情報のお知らせ
　マイナ保険証の本格的な利用に伴い、保険

者より「資格情報のお知らせ」が発行されます。
協会けんぽの場合は、 2024 年9月以降、会社
を経由して、加入している被保険者および被扶
養者の全員に届く予定となっています。

　この資格情報のお知らせにより、加入者の
資格情報を伝えるとともに、マイナ保険証の利
用登録に係る確認も行われることになります。

　また、マイナ保険証に対応していない医療機
関等を受診する場合や、何らかの事情により医
療機関等でマイナンバーカードでの保険証利
用ができないなどの場合には、この「資格情報
のお知らせ」をマイナンバーカードとともに提示
することで、保険診療により受診することが可
能となります。

資格確認書
　マイナンバーカードを作っていない人や、マイ
ナ保険証の利用登録をしていない人もいます。
このような人は、保険者から交付される資格確
認書を提示することにより、これまでどおりの
保険診療を受けられるようになります。

健康保険証が廃止されます
マイナ保険証のご準備を 
2024年12月2日に健康保険証が廃止され、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保
険証」の本格利用が始まります。それまでに、マイナンバーカードを作成し、医療機関の窓口で利
用できるように、事前に利用登録をしておくことが必要になります。

健康保険証の廃止とその後の対応は、従業員やその家族に大きな影響があります。マイナンバー
カードの作成やマイナ保険証の利用登録について早めに呼びかけるなど、会社としても従業員へ
の周知に取り組まれることをおすすめします。
［参考］厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html



 

 

 




